
川辺川ダム建設計画に伴う五木村・相良村の動向
と国・県の対応について
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○五木村家屋移転世帯：４８９

○相良村家屋移転世帯：６０

　五木・相良両村へ
　ダム建設協力を要請、
　五木村全域及び相良村
　水没地域の振興計画を提示
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　　　　　　継続中
　残工事：付替道路、
　　　　　　 消防署移築等

　進捗率：９１．７％
　（事業費ベース）
　残事業：頭地大橋等
　・事業件数：９０件
　・総事業費：約７１８億円

計画の中間見直し
（計画期間：Ｈ１５～Ｈ２４）

五木村の家屋移転
対象４８９世帯のうち、
４８８世帯の移転はす
でに完了
　(残り１世帯は
　　補償交渉継続中）

 相良村長（当時）
 ダム反対表明
 相良村議会
 ダム建設反対決議
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相良村６０世帯
の移転完了

公共施設補償

ダム基本計画変更
（Ｈ１０）

球磨川水系河川
整備基本方針策定

（Ｈ１９）

ダム基本計画
（Ｓ５１）

川辺川ダム
計画発表
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水源地域対策特別措置法
施行・ダム指定

川辺川ダム建設計画に伴う五木村・相良村の動向と国・県の対応

（理由）
五木村では村の中心部と
約半数の世帯が、相良村
では五木村と境を接する
２集落を移転させるほど
の大規模なダム計画で
あったため

家屋移転予定
合計５４９世帯

（一部団体）

建設反対表明
要求書提出
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一般補償
基準妥結

（Ｈ２、最終）
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